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お問合せ 八戸シティ法律事務所 代表弁護士 木村哲也

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/
〒031-0031 青森県八戸市番町３ ＮＣビル６階

受付時間：午前９時～午後５時 ※土曜・日曜・祝日 応相談

「相手方には内緒で、こっそりと会話を録音しましたが、証拠として使えますか？」

というご相談をいただくことがあります。今回は、ＩＣレコーダーなどで録音した音声

が民事裁判の証拠として使えるのかということについて、ご説明させていただきます。

１ はじめに

相手方には分からないように会話や電話での通話を録音する方法としては、他人の会

話などを無断で録音する「盗聴」、会話などの当事者が相手方に無断で録音する「秘密録

音」などがあります。

２ 民事裁判の証拠として使えるか

録音した音声は、録音の手段・方法が著しく反社会的である場合には民事裁判の証拠

として使えず、そうでなければ使えると考えられています。

具体的に言えば、盗聴した音声は、録音の手段・方法が著しく反社会的と評価される

ため、民事裁判の証拠として使えません。

これに対し、顔を合わせての会話や電話での通話を、当事者が秘密録音した音声は、

たとえ相手方には無断で録音したものであっても、録音の手段・方法が著しく反社会的

であるとまでは言えず、民事裁判の証拠として使えるのが原則です。

ただし、秘密録音であっても、例えば、相手方を脅して発言させたり、暴力を使って

発言させたりした場合などは、録音の方法・手段が著しく反社会的と判断され、民事裁

判の証拠として使えません。

３ まとめ

以上から、録音した音声は、盗聴や暴力・脅迫などで得たものでなければ、民事裁判

で証拠として使えます。当事務所にご依頼いただいた案件でも、録音した音声を証拠と

して提出することがあり、それで民事裁判を有利に進められることもあります。

当事務所では、民事裁判のご依頼を多数いただいており、その解決に向けて日々尽力し

ております。民事裁判に関することでお困りのことがありましたら、是非お気軽に当事務

所にご相談いただければと思います。

録音した音声は民事裁判の証拠として使えるか

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュース

や当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいて

おります。当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届け

できればと思っております。


